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２０歳 国民年金になったら

　国民年金について
　２０歳以上６０歳未満の学生・農林漁業者・自営業

者・無職の方等（国民年金第１号被保険者）は、 国

民年金に加入することが義務づけられています。

　２０歳になった方には、日本年金機構から「国民

年金加入のお知らせ」や納付書等により、 国民年

金に加入したことをお知らせします。

　公的年金制度は、老後や障がいを負ったときに、

働いている世代みんなで支えようという考えで作

られた仕組みです。若い時に公的年金制度に加入

して、保険料を納め続けることで、老後や、病気

やケガで障がいが残ったとき、家族の働き手が亡

くなったときに、年金を受け取ることができます。

　保険料の納付方法は
　①納付書　②口座振替　③クレジットカード
　　　　　　　　の３つから選ぶことができます。

　また、保険料を早めに納めること（前納）により、

保険料が割引になります。

※２０歳到達月（２０歳の誕生日の前日が含まれる

　月）からの前納を希望する場合は、お早めにご

　連絡ください。

　

　保険料の免除・納付猶予制度
　原則として、保険料を納めなければ年金を受け

取ることができません。

　しかし、収入の減少や失業等により、保険料を

納めることが困難な方のために保険料免除・納付

猶予制度があります。免除・納付猶予を受けるに

は申請が必要です。

　学生の方で、大学や専修学校などの学生納付特

例対象校に在籍し、前年所得が基準以下の方は、

学生証や在学証明書等があれば学生納付特例申請

ができます。

　保険料を未納のままにしておくと、将来の年金

（老齢年金）や「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」を

受け取ることができない場合があります。

※詳しい内容は、日本年金機構のホームページで

　ご確認できます。

※年金相談は電話でもできます。

　お問合せの際は基礎年金番号または年金証書　

番号をお知らせください。

　ねんきんダイヤル　撒０５７０（０５）１１６５

問栃木年金事務所　撒０２８２（２２）４１３１

※定額の保険料に月額４００円の付加保険料を上 

　乗せして納めると、将来の老齢基礎年金に付加 

　年金が加算されます。付加年金額（年額）は 

　「２００円×付加保険料を納めた月数」で計算し、

　２年以上受け取ると支払った付加保険料以上の

　年金が受け取れます。

　　付加保険料の納付は申出月からの開始となり

　ますので、２０歳到達月からの納付を希望され

　る場合は、お早めにご連絡ください。

　

問町社会福祉協議会　撒（５７）３１００　都市整備課　撒（５７）４１６１　ひまわり館　撒０２８０（３３）６８７８

キラ輪号は、町の中なら「どこからでも、どこへでも」乗り降りできる、公共の乗り合いタクシーです。
車内は消毒・換気・空気清浄機により感染対策をしています。ご乗車の際はマスクの着用をお願いします。

 キラ輪号をご利用ください

★運行エリア　町全域、光南病院（小山市）、友愛記念病院（古河市）　※友愛記念病院は「行き」のみの運行になります。
★運行日　月曜日～金曜日（祝日除く）　※１２月２９日（木）～１月３日（火）は運休です。
★運行時間　平日８時～１６時３０分（計１７便）
★利用料　１回（片道）　７５歳以上　　　　 　２００円      大人（中学生以上）　３００円
　　　　　　　　　　　子ども（小学生以下）　２００円      ３歳未満　　　　　無　料

※ご利用にはあらかじめ登録が必要です。詳しくは下記へお問合せください。

◆運転免許返納者にデマンドタクシー無料券を交付しています（返納後１回のみ）。
※小学生の単独乗車が出来るようになりました。ご予約は保護者の方からお願いします。

◆１０月より「１６時３０分便」スタート！
※ゆとりある配車を行うため、１６時３０分便の当日予約は１時間前の１５時３０分までになります。
　（他の便は配車の３０分前以上前、８時の便は前日までの予約となります）

【予約】予約センター　撒０２８０（５４）５５１５

広　告


